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「住宅防火推進宣言」の送付及び住宅防火対策の推進について 

 

住宅防火対策の推進については、日頃から積極的な取り組みをお願いしているところです

が、昨今の住宅火災による死者数の急増及び今後の更なる増加の懸念を踏まえ、総務大臣に

より「住宅防火推進宣言」が行われたところです。（別添参照） 

同宣言では、「関係省庁、地方公共団体、消防関係団体、さらに国民の皆様のご理解とご協

力をいただき、住宅用火災警報器の設置の促進をはじめとした住宅防火対策を積極的に推進」

することとされていることから、貴職におかれては、６月１日からの消防法に基づく住宅用

火災警報器の設置の義務付けのスタートを契機とした、消防団、婦人（女性）防火クラブ及

び自主防災組織等と連携した普及・啓発活動や報道機関との連携、広報誌等と連携した広報

の実施等による住宅用火災警報器の早期設置の促進をはじめとして、子どもたちや高齢者の

安心・安全の確保へ向けて、積極的な住宅防火対策の推進にご理解とご協力をお願いします。 

また、各都道府県知事にあっては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知頂くよう

お願いします。 
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